
事業計画（岩手県普代村） 

１．海岸対策 
①海岸の状況

村内の地区海岸数 ３地区海岸 

被災した地区海岸数 ２地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数  １地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数 ２地区海岸 

②堤防高

平成 23年９月 26日に堤防高を公表※。 

普代海岸：T.P. 15.5m（対象津波：昭和三陸地震） 
※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、
公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。 

③復旧の経緯

復旧する施設の詳細計画については、平成 23年 12月に策定済み。 

 これに基づく本復旧工事については、平成 24年４月より順次工事に着手し、 

平成 25年 10月に全ての箇所で完了した。 

④平成 25年度における成果

・全ての被災した地区海岸において、本復旧工事が完了※した。

※ 工事完了とは、復旧工事の引渡し等をもっていう。 

⑤その他

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。



普代村

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計
画策定

詳細計
画策定

左記の
実施状

況

工事
着工

左記の
実施状

況

工事
完了

左記の
実施状

況

その他の場合に詳細を
記載

普代村 宇留部 1,002 防潮堤、水門、陸閘 15.50 15.50 完了 H23.10 H23.12 策定済み H24.4 着工済み H25.10 完了済み 復旧

普代村 太田名部 155 防潮堤、水門、陸閘 15.50 15.50 － H23.10 H23.12 策定済み H24.4 着工済み H24.10 完了済み 復旧

備考
H27年度の
実施内容等

H26年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧・復興の予定



２．河川対策 

【県・市町村管理区間】 

①２級水系普代川水系など※１の県・村管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、

３箇所※２で災害復旧事業を実施。 

本復旧については、平成 24年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った全

箇所で着手し、完了済。 

 

②平成 24年度までの成果 

・全箇所（３箇所）で災害査定を完了 

・全箇所（３箇所）で本復旧に着手 

・全箇所（３箇所）で本復旧を完了 

 

※１ 位置図を参照 

※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

  



洋野町
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復興施策の事業計画 参考図面 河川 普代村

普代村

【県・村管理河川】
2水系 2河川 3箇所

（二）普代川水系 1河川 1箇所

（準）沢川水系 1河川 2箇所

図面：岩手県提供



３．海岸防災林 

 ①箇所名：元村地区 

 

 ②被災状況 

津波により森林 1.89haが被災（一部流失）した。 

 

 ③事業計画の内容 

被災した森林については、防災林造成事業により整備する。具体的な事業計

画については、普代村復興計画等を踏まえ、現状復旧することとした。 

 

  ④これまでの実施状況と今後の予定 

     普代村復興計画等を踏まえて海岸防災林の再生方針を決定した。 

   森林の復旧については、被災規模が小さいことから平成 28 年度に県単独事業

により植栽に着手し、平成 30年度の完了を目指す。 

 

  ⑤平成 26年度における成果 

   海岸防災林の再生方針に基づき事業計画を作成。 

 

 ⑥平成 27年度の成果目標（集中復興期間の成果目標） 

   県単独事業： 枯損区域の把握・測量実施 

 

 ⑦事業完了予定年度 

平成 30年度 

 

（保全対象： 普代村小学校、普代村中学校、県道、村道等） 

 

  



４．漁港 

①被害状況 

漁港数：６漁港 

被災漁港数：５漁港 

 

②スケジュール 

普代村内の各被災５漁港において、平成 24年度末時点で、全延長の陸揚げ機能

が回復している。 

また、その他の漁港施設の復旧も平成 25年度までに完了している 

  



５．土砂災害対策 

①平成 23年８月末までに、村内約 80箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施。

②最大震度５強を観測した普代村では、地震により地盤が脆弱になっている可能性

が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と

気象台が連携し、平成 23 年４月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて

運用していたが、降雨と土砂災害発生の状況を考慮して基準を見直し、平成 24

年３月に通常基準への引き上げを実施。



 

６．災害廃棄物等の処理 

①推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等

により膨大な量の災害廃棄物約 14千トン（津波堆積物は無し）発生した。 

 

②搬入状況について 

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年８月中に仮

置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃 

棄物を含む。）についても、平成 24年 12月末までに仮置場への搬入は完了した。 

 

③処理状況について 

平成 26 年３月末までに、災害廃棄物約 14 千トン（津波堆積物は無し）の処理を

すべて完了した。 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策 ●

２．河川対策

３．海岸防災林

４．漁港

５．土砂災害対策

６．災害廃棄物等の処理

（元村）

（県・市町村管理河川）

復興施策の工程表（岩手県普代村）

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ３０
以降

Ｈ２９

施工準備
（堤防設計等）

本復旧

土砂災害

危険箇所

の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２４年３月に通常基準への引き上げを実施。

計画堤防高さの公表（9/26岩手県公表）

出水期 出水期

施工準備

（堤防設計等）
応急対策 本復旧

（全ての区間について

10月までに完了した。）
平成25年度完了

平成23年度完了

平成24年度完了

再生方針を決定 海岸防災林の再生に向けた事業を実施関係機関との調整

平成30年度完

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

（その他の災害廃棄物

等の仮置場への搬入）

（中間処理・最終処分）

平成26年3月に完了

平成24年12月に完了

平成23年8月に概ね完了

その他の漁港施

設の復旧も完了

５漁港で全延長の

陸揚げ機能が回復

平成23年12月に

がれき撤去完了
e平成25年度完


